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目標達成のための具体的取り組み

政策Ⅰ．生涯・競技スポーツの普及・振興 

基本施策Ⅰ-１ 自律・自立的な地域住民の育成のための総合型クラブ支援

総合型クラブは、スポーツ活動を通じ、地域住民の交流を深め、家族とのふれあいや青

少年の健全育成、さらにはクラブ指導者等の派遣による学校の授業・部活動の支援などが

期待されるともに、地域住民が相互に支え合いながら自律・自立的に地域のスポーツ環境

を形成する「新しい公共」※１4の担い手としても期待されています。 

このため、既存の９クラブに加え、地域の協力を得ながら、身近な生活圏域を基本として、

総合型クラブの結成を促進していきます。 

具体的には、最も重要となる市民の理解や関

心を高めるため、学校施設開放事業の運営を行

っている運営協議会や管理指導員をはじめ、利

用団体、地域住民、さらには市民センターで活動

する運動系クラブや、地域のスポーツ少年団な

どを対象に、総合型クラブの理念や必要性、 

公共施設の平等性などに関する普及・啓発を行います。 

また、結成機運の高まった地域住民や各種団体に対しては、設立に向けたアドバイス等

や助成支援を行うとともに、必要に応じ、近隣のスポーツ施設や学校体育施設などを、クラ

ブの活動拠点やクラブハウスとして利用できるよう、関係団体と調整を図りながら取り組みま

す。 

さらに、今後、総合型クラブの活性化を図っていくため、福岡県や（公財）福岡県体育協

会と連携を図っていきます。 

第４章 

※14_新しい公共： 地域住民や団体・組織、企業、行政等が、一定のルールとそれぞれの役割を持って、「文化としての

スポーツ」と多様なかかわり方をしていくことにより、「人々の支え合いと活気のある社会」を作っていくための当事者たち

の「協働の場」のこと。 

総合型地域スポーツクラブ交流大会 

「スポーツファンタジア」
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「総合型地域スポーツクラブ」とは・・・地域住民の主体的な運営により、近隣の学校

や公共スポーツ施設等を活用しながら、地域のすべての人々がスポーツに親しめる環境づ

くりを目指して活動する非営利組織です。 

効
果・

役
割

・スポーツ教室、サークル活動（文化的活動含む） 

・会員間の交流を図るスポーツイベントや行事 

・地域住民を対象としたスポーツイベントや行事 

・学校施設等の有効利用 

・クラブ指導者の派遣等による学校授業・部活動の支援 

「新しい公共」を担うコミュニティの拠点 

・地域住民がお互いに協働しながら自主的にスポーツの場や機会

を創り、地域社会全体のスポーツ環境を形成 

・子どもの教育など、地域教育力の回復 

・各種指導者やボランティア等の活動の場 

・高齢者の生きがいづくりや、青少年の健全育成 

・地域住民同士の相互扶助関係や連帯感など、地域づくりの推進 

部活は陸上部だけど、いろん    仕事も退職したので、スポーツ   

なスポーツに挑戦したいな       指導者の資格を発揮したいよ   

メタボ予備軍って診断されたか   ボランティア活動に参加して、 

ら、何かスポーツを始めよう      地域の役に立ちたいわ 

      私も娘もスポーツが苦手だ 

から、どこかで運動したいわ

地域住民のクラブ運営へ

の参画(自律的・主体的運営)

・クラブマネジャーとして 

・指導者・スタッフとして 

・ボランティアとして 

地域住民の会員としての

活動参加（受益者負担） 

・自分のやりたい種目 

・幼児から高齢者まで 

・親子で、家族で、仲間で 

・目的・レベルに合わせて 

総合型地域スポーツクラブ - 多種多様な事業展開 -

多
種
目

多
世
代

多
志
向
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【主な取組事業】（☆は改訂版の新規事業）

☆総合型地域スポーツクラブの人材養成【市民文化スポーツ局】

総合型クラブで実施されるスポーツイベントや事業の企画・立案ができる人材を養成する

ための講習会等を開催します。

総合型地域スポーツクラブに関する広報活動の充実 【市民文化スポーツ局】 

市政だより、市政テレビなどを通じた広報活動や、市民センターや学校体育施設等を利

用したニュースポーツ等の体験会や説明会開催などにより、総合型クラブの理念や必要性

等の普及・啓発を推進します。 

生涯学習に関する講座を活用した人材養成 【市民文化スポーツ局ほか】 

総合型クラブやスポーツ推進委員等との連携により、市民センター等で行われる生涯学

習に関する講座等に、総合型クラブに関するカリキュラムを取り入れるなど、総合型クラブ

をはじめ、地域で活動する人材の発掘・養成に取り組みます。 

総合型地域スポーツクラブの育成・支援 【市民文化スポーツ局ほか】

クラブ設立に関するアドバイスをはじめ、クラブ相互における研修や交流行事等を行う「北

九州市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会」に対し助成するなど、クラブの創設と創設

後の支援を充実します。また、新たに総合型クラブを設立する地域住民や団体に対しては、

公共スポーツ施設や学校体育施設等を活動拠点として利用できるよう支援します。

基本施策Ⅰ-２ 市民のスポーツ活動機会の拡大・創出 

市民の誰もが気軽に日々の体力づくりや健康づくり、さらには生きがいづくりに取り組める

よう、スポーツ・レクリエーション活動の普及・振興及び、市民参加型スポーツイベントの充

実を図ります。

スポーツ・運動を行うことは、持久力や筋力、バランス能力、柔軟性などの体力向上につ

ながります。中でも、持久力・筋力が高いと生活習慣病※１5 の発症リスクが低くなることも明ら

かとなっていることからも、若年・壮年層をはじめ幅広い世代が取り組めるように配慮しま

す。 

※15_生活習慣病：糖尿病・脂質異常症・高血圧症・高尿酸血症など生活習慣が発症原因に深く関与していると考えられ

ている疾患の総称。スポーツなど活発な身体活動を行うことで、血糖値や脂質異常、血圧の改善により予防につながると

いわれている。
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また、市体育協会や市レク協会、スポーツ施設の指定管理者等との連携により、スポー

ツ・運動に消極的な人や初心者、育児などにより運動の機会の少ない女性なども気軽に参

加できる、魅力的なプログラムを提供・開発し、スポーツ・運動参加へのきっかけ、機会づく

りを行います。 

【主な取組事業】（☆は改訂版の新規事業、★は拡充事業）

☆北九州マラソンの開催【市民文化スポーツ局】 

 1万人規模の市民参加型のマラソン大会を開催し、市民の健康増進を図るとともに、市内

観光名所をめぐるコースを通して、国内外から参加するランナーに北九州市の魅力を発進

します。 

成人のスポーツ参加機会の拡充 【市民文化スポーツ局】 

スポーツ実施率の低い世代や女性を対象とした、シェイプアップやリズムダンスなどのプロ

グラム・教室を、市体育協会や指定管理者等との連携により開催します。また、スポーツ・

運動参加に消極的な人のきっかけとして、若者の交流や心の癒しなどを取り入れた魅力的

なプログラムを開発・提供します。

ニュースポーツやレクリエーションの普及・振興 【市民文化スポーツ局ほか】 

誰もが気軽に健康・体力づくりができるファミリースポーツ大会等各種交流大会の実施や、

ニュースポーツ用具・備品を整備します。

北九州マラソン 
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スポーツ・レクリエーション団体の活動支援 【市民文化スポーツ局】 

市体育協会や市レク協会など、生涯スポーツやレクリエーションの普及・振興を図る市内

のスポーツ団体等に対し助成するなど、活動を支援します。 

★市民参加型スポーツイベント・大会の拡充 【市民文化スポーツ局ほか】 

日ごろの練習の成果を発揮するとともに、記録への挑戦や自己実現の達成、あるいは参

加者相互の交流を促進するため、市民体育祭や門司港レトロマラソン、北九州無法松ツー

デーマーチなどのほか、平成 29 年 3 月に供用開始の「北九州スタジアム」を活用し、市民

が気軽に参加できるスポーツイベント・大会を実施します。 

☆オリンピアン等を活用したスポーツイベントや講習会の開催 

【市民文化スポーツ局ほか】 

 スポーツ・運動参加に消極的な人のきっかけづくりとして、北九州市ゆかりのオリンピアン

やパラリンピアンなど、トップアスリートを活用したスポーツイベントや講習会を開催するととも

に、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機として、スポーツへの関

心を高めるための取り組みを推進します。 

基本施策Ⅰ-３ 高齢者及び障害のある人のスポーツ活動・生きがいづくりの支援 

健康づくりや介護予防、生きがいづくりに資する各種プログラム事業等の実施により、誰も

がスポーツ・レクリエーション活動に親しめる機会を広げ、高齢者及び障害のある人の積極

的な社会参加を促進するとともに、障害者スポーツへの理解を図るなど、ノーマライゼーシ

ョン※16の社会づくりを推進します。 

また、室内プールやトレーニング室は、高齢者や障害のある人のニーズが高いため、既

存スポーツ施設のユニバーサルデザイン化による受入態勢の強化等を図ります。 

※16_ノーマライゼーション： 障害者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整える

べきであり、共に生きる社会こそノーマルな社会であることの考え方。 
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【主な取組事業】

障害者スポーツセンターの適切な運営 【保健福祉局】 

平成２４年４月にリニューアルオープンし、室内プールやトレーニング室、体育館等を備え

た障害者スポーツ振興の拠点として適切な運営を図ります。

公共スポーツ施設におけるユニバーサルデザイン化の推進 【市民文化スポーツ局】 

 高齢者や障害のある人のニーズの高い室内プールやトレーニング室のある施設から、トイ

レ改修やスロープ設置などを進めます。 

高齢者向けの各種スポーツ教室等の開催 【市民文化スポーツ局ほか】 

市体育協会や区役所コミュニティ支援課等各々の主体において、年長者健康教室やウ

オーキング大会など、高齢者向けの各種スポーツ教室・大会を開催します。 

スポーツ推進委員等の育成・活用 【市民文化スポーツ局ほか】 

「介護予防体操」や「介護予防太極拳」の普及啓発や総合型クラブの育成支援など、地

域スポーツ振興を担う専門的人材として、スポーツ推進委員が地域スポーツの企画・立案

等のコーディネートなど、総合的な推進役を担えるように資質向上や活用を進めます。

各種スポーツ教室の開催と障害者スポーツへの理解 【保健福祉局】 

障害のある人を対象にしたトレーニング教室や水泳教室等を公共スポーツ施設で実施

することにより、身近な施設でスポーツに親しむ機会を提供するとともに、一般の利用者や

施設職員に障害者スポーツへの理解と認識の拡大を図ります。

ふうせんバレーボールの普及・振興 【保健福祉局】  

 北九州市発祥のスポーツであり、障害のある人、ない人がともに競技することのできる「ふ

うせんバレーボール」のさらなる普及・振興を図ります。 

全国健康福祉祭(ねんりんピック)への北九州市選手団の派遣【保健福祉局】 

高齢者を中心とする国民の健康保持・増進、社会参加、生きがいの高揚を図り、ふれあ

いと活力ある長寿社会の形成を目的として開催される、全国健康福祉祭に北九州市選手

団を派遣します。 
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基本施策Ⅰ-４ トップアスリートの育成と競技スポーツの支援 

本市ゆかりのスポーツ選手が世界的・全国的に活躍することは、市民に夢と感動を与え

るとともに、シビックプライドの醸成につながります。2020 年東京オリンピック・パラリンピック

競技大会の開催に向けて、トップアスリートを育成していくことが大切です。 

そのため、市体育協会や市障害者スポーツ協会、各競技団体と、小・中学校、高等学

校等や地域のスポーツクラブの連携体制を構築し、優れた素質と意欲を有するジュニア選

手の技術力の向上に向けて、トップアスリートや体育科専攻の学生等を指導者に活用しま

す。 

また、競技スポーツの振興には、スポーツ医・科学の成果を生かした競技力向上も欠か

せないため、（公財）日本体育協会の公認指導者や、高度な技術を持った大学の専門家

等と連携した、最先端のトレーニング方法の活用等の支援体制づくりを検討します。 

あわせて、市体育協会に加盟する各競技団体に対する助成や、国際・全国大会等のス

ポーツ大会への派遣などの支援を行うとともに、県が実施するタレント発掘事業の積極的な

活用を図ります。

【主な取組事業】（★は改訂版の拡充事業）

スポーツ大会派遣補助制度による支援の推進 【市民文化スポーツ局】 

市内のスポーツ団体に所属する選手・団体が、国際・全国大会等のスポーツ大会に出

場する場合に助成するスポーツ大会派遣補助制度を実施します。

★トップアスリートによるジュニア育成の充実 【市民文化スポーツ局】

プロスポーツ選手や本市ゆかりのオリンピック選手等が子どもたちに直接実技指導を行う

機会を充実し、青少年の健全育成やオリンピアン・パラリンピアン育成に向けた技術指導を

行います。

併せて、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機として、スポーツ

への関心を高めるための取り組みを推進します。
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福岡県民体育大会の開催及び選手派遣 【市民文化スポーツ局】  

県内４地区で順次開催される福岡県民体育大会に選手を派遣することにより、競技力の

強化や地域スポーツ振興を図ります。

表彰制度（北九州市民スポーツ賞等） 【市民文化スポーツ局】 

国際的・全国的なスポーツ大会で優秀な成績を収めた個人並びに団体について、その

栄誉を称え、表彰するとともに、ホームページ等も活用してその功績を広く市民に周知しま

す。

政策Ⅱ．学校体育等の連携・充実 

基本施策Ⅱ-１ 子どもの健全な成長を促す学校体育の充実 

学校では、「生きる力」を基本理念として、確かな学力、心の育ち、健やかな体など知・

徳・体の調和の取れた人間の育成を目指しています。 

特に、学校体育においては、児童・生徒の豊かなスポーツライフの実現を目指し、心と体

を一体として、体育科・保健体育科学習の充実を図るとともに、健康で安全な活力ある生

活を送るための基礎を培う健康教育や、健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむ食育、

健全な心と体をはぐくむ部活動指導に取り組み、学校教育活動全体で、発達段階に応じて

適切に推進します。 

具体的には、体育科・保健体育科の授業力の向上のほか、運動習慣・生活習慣の確立

や小学校間・中学校間の連携・交流、子どもの発達段階に応じた食育指導などにより、体

力の向上を図ります。 
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【主な取組事業】（☆は改訂版の新規事業）

☆学力・体力向上アクションプランの推進 【教育委員会】 

平成 28 年３月に策定した学力・体力向上アクションプランを着実に推進し、学校での授

業の充実と運動習慣・生活習慣の確立に向け、学校・家庭・地域が協働して取り組むことに

より、体力向上を図ります。 

食育の推進 【保健福祉局ほか】 

子どもの発達段階に応じた食育指導の充実を図り、子どもの食に関する知識、食を選択

する力、食に関して自立できる力を培います。 

学校におけるボランティアの活用 【教育委員会】 

協定を締結している市内外の大学の学生等を、市立の小・中学校等に受け入れ、授業

や課外活動を支援してもらうことにより学校体育の活性化を図ります。 

基本施策Ⅱ-２ 部活動の支援・強化 

部活動は、同じ興味・関心を持った生徒が集まり、年齢を超えた異学年のかかわりの中

で、学校生活に楽しさをもたらす重要な活動であり、学校の伝統や文化の形成にも大きな

役割を果たしています。 

また、多くの生徒が参加し、生き生きとした活動が学校の中で繰り広げられれば、楽しく、

活力のある学校になることが期待されます。 

市では、生徒数の減少や学校の小規模化、専門的な指導力を有する顧問の不足等の

課題に対し、複数校合同部活動※17の実施や外部講師の活用による指導者確保に努め、競

技力の向上はもちろん、スポーツ傷害防止等の安全面での向上を目指します。 

さらに部活動指導の目標を「より多くの生徒が入ることのできる部活動」「指導者が余裕と

意欲をもって指導できる部活動」と定め、部活動顧問・外部講師向けの「部活動ハンドブッ

ク」を配布しています。 

※17_複数校合同部活動： 部活動として活動しているものの人数がそろわず、大会に出ることができない場合に、複数

の学校でチーム編成するもの。教育委員会に実施の届けを出し、大会参加については、中体連に登録する必要があ

る。 
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【主な取組事業】

部活動ハンドブック等の周知 【教育委員会】 

部活指導者の手引書「部活動ハンドブック」の周知を図ります。さらには、保護者向けの

「部活動リーフレット」を配布します。 

外部講師の活用【教育委員会】 

部活動を推進するため、専門的技術指導能力を有する指導者を学校の要望に応じ、部

活動への外部講師として活用します。 

安全で円滑な管理・運営の推進【教育委員会】 

科学的な根拠に基づく練習方法の工夫・改善を積極的に行うとともに、けがや熱

中症の予防など、安全指導の充実に努め、円滑な部活動運営を推進します。 

基本施策Ⅱ-３ 家庭や地域と連携した運動習慣等の定着 

子どもに体を動かす楽しさを感じさせ、運動に親しむ習慣を身に付けさせるためには、幼

少期からの取り組みが有効であるとともに、保護者に対する啓発や意識づけが必要となって

きます。 

そのため、教育委員会等の関係機関をはじめ、ＮＰＯ法人や総合型クラブと連携し、学校

生活や地域の中で、外遊びなどの体験活動・運動に親しむ機会を提供し、親子が一緒に、

楽しく身体を動かす習慣づくりを進めます。

【主な取組事業】

幼少期からスポーツ・運動に親しむきっかけ・機会づくり 【市民文化スポーツ局ほか】

遊びを中心とした運動教室などの「ジュニアスポーツ

体験教室」や、幼少期の運動の大切さを学ぶ「親子体

操教室」など、幼少期からのスポーツ・運動に親しむきっ

かけづくりや、保護者の意識向上に幅広く取り組みます。

ジュニアスポーツ体験教室 
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子どもの多様なスポーツ・運動体験の創出 【市民文化スポーツ局】 

子どもに夢や感動を与えるため、憧れのトップアスリートから直接指導を受ける「ドリームス

ポーツ体験教室」や「夢・感動プロジェクト事業」、バランス感覚や運動の基礎を身に付ける

アイススケートの「わくわく体験スポーツ教室」などの開催により、子どもたちのスポーツへの

関心・興味を高めます。

政策Ⅲ．スポーツによるまちの活性化 

基本施策Ⅲ-１ 「みる」スポーツの機会創出 

競技レベルの高いプロスポーツ等の試合を観戦することは、その臨場感やダイナミズム

を直接肌で感じることができ、観戦者に夢や感動を与えるとともに、スポーツへの関心や意

欲を高めます。 

また、プロスポーツや国際的・全国的スポーツ大会の誘致・開催などは、まちの知名度や

イメージアップのほか、集客力向上等に伴う経済効果を生み、シビックプライドの醸成やまち

のにぎわいづくりにつながります。

これらの実現に向け、今後とも、各競技団体や(公財)西日本産業貿易コンベンション協

会等関係機関との連携により、プロスポーツや国際的・全国的スポーツ大会等の誘致・開

催に積極的に取り組むとともに、スポーツ観戦に観光を加えたスポーツツーリズムの推進に

も配慮し、インバウンド※18拡大及び国内観光振興を支援します。

【主な取組事業】（☆は改訂版の新規事業、★は拡充事業）

★国際的・全国的スポーツ大会等の積極的な誘致・開催 【市民文化スポーツ局ほか】 

選抜女子駅伝北九州大会や国際車椅子

バスケットボール大会の開催をはじめ、国際

的・全国的なスポーツ大会の積極的な誘

致・開催に努めます。 

選抜女子駅伝北九州大会 

※18_インバウンド：外国人による日本旅行者数のこと。観光立国推進閣僚会議は、２０２０年東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会が開催される平成３２年に訪日外国人旅行客数４，０００万人をめざし、「観光立国実現に向けたアクション・

プログラム」に取り組んでいる。 

提供：毎日新聞社
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市民のスポーツ観戦の機会の創出  【市民文化スポーツ局】 

 子どもから大人までが憧れ、胸を躍らせるようなプロ野球公式戦やラグビートップリーグ、

Ｖ・プレミアリーグなどの観戦機会を創出するほか、民間企業等との連携により、プロスポー

ツを観戦できる市民（親子）観戦招待事業を実施します。 

☆北九州マラソンの開催【市民文化スポーツ局】再 掲 


